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団 体 名
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　上記の団体は，五霞ふれあいセンター使用料の減免団体であることを証明します。なお，この証明書で使用料を減免できる施設は，裏面のとおりです。

　有効期間　　　　　年　月　日　～　　年　月　日

　　　　　年　月　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　五霞ふれあいセンター長　印




（裏）
	
減免できる施設

五霞ふれあいセンター

注意事項　

①この証明書は上記施設の使用料の減免を受ける際に必要です
から大切に保管してください。

②施設の利用許可申請時に，この証明書を提示ください。
　証明書の提示がなければ減免はできません。

③虚偽の申請や登録団体として不適当と認められる行為があったときは，申請を取り消します。
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